


 

 

さいたま市教育委員会規則第５号 

   さいたま市教育委員会公印規則の一部を改正する規則 

 さいたま市教育委員会公印規則（平成１３年さいたま市教育委員会規則第９号）の

一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（電子印の使用） （電子印の使用） 

第１２条 ［略］ 第１２条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 教育総務課長は、前項の申請を承認しようとす

るときは、都市戦略本部デジタル改革推進部の参

事又は副参事の職にある者で当該部の長が指定す

るものと協議のうえ、電子印の不当な使用、破壊

等を防止するシステム機能等が措置されているこ

とを確認しなければならない。 

３ 教育総務課長は、前項の申請を承認しようとす

るときは、都市戦略本部情報政策部参事又は副参

事と協議のうえ、電子印の不当な使用、破壊等を

防止するシステム機能等が措置されていることを

確認しなければならない。 

４～５ ［略］ ４～５ ［略］ 

  

別表第１(第５条、第７条関係) 別表第１(第５条、第７条関係) 

 ⑴ 庁印  ⑴ 庁印 

公印の名

称 

ひな

形番

号 

書

体 

寸法 

（ミリ

メート

ル） 

個数 使用区分 保管者 

［略］ 

さいたま

市立○○

小学校之

印 

［略］ １０

５ 

［略］ 

さいたま

市立いろ

どり学園

小学部之

印 

５ て

ん

書 

方２１ １ いろどり

学園小学

部名をも

って発す

る文書 

いろど

り学園

小学部

校長 

さいたま

市立○○

中学校之 

６ ［略］ 

 

公印の名

称 

ひな

形番

号 

書

体 

寸法 

（ミリ

メート

ル） 

個数 使用区分 保管者 

［略］ 

さいたま

市立○○

小学校之

印 

［略］ １０

４ 

［略］ 

 

 

 

 

 

   

さいたま

市立○○

中学校之 

５ ［略］ 

 



 

 

印   

さいたま

市立いろ

どり学園

中学部之

印 

７ て

ん

書 

方２１ １ いろどり

学園中学

部名をも

って発す

る文書 

いろど

り学園

中学部

校長 

さいたま

市立○○

高等学校

之印 

８ ［略］ 

さいたま

市立大宮

国際中等

教育学校

之印 

９ 

さいたま

市立○○

特別支援

学校之印 

１０ 

 

印   

 

 

 

 

 

  

さいたま

市立○○

高等学校

之印 

６ ［略］ 

さいたま

市立大宮

国際中等

教育学校

之印 

７ 

さいたま

市立○○

特別支援

学校之印 

８ 

 

  

 ⑵ 職印  ⑵ 職印 

公印の名

称 

ひな

形番

号 

書

体 

寸法 

（ミリ

メート

ル） 

個数 使用区分 保管者 

［略］ 

さいたま

市立○○

小学校長

之印 

［略］ １０

５ 

［略］ 

さいたま

市立いろ

どり学園

小学部校

長之印 

１８ 古

印

体 

方２１ １ いろどり

学園小学

部校長名

をもって

発する文

書 

いろど

り学園

小学部

校長 

さいたま

市立○○

中学校長

之印 

１９ ［略］ 

さいたま

市立いろ

どり学園

中学部校

長之印 

２０ 古

印

体 

方２１ １ いろどり

学園中学

部校長名

をもって

発する文

書 

いろど

り学園

中学部

校長 

さいたま

市立○○

高等学校 

２１ 

 

［略］ 

 

公印の名

称 

ひな

形番

号 

書

体 

寸法 

（ミリ

メート

ル） 

個数 使用区分 保管者 

［略］ 

さいたま

市立○○

小学校長

之印 

［略］ １０

４ 

［略］ 

 

 

 

 

 

 

   

さいたま

市立○○

中学校長

之印 

１８ ［略］ 

 

 

 

 

 

 

  

さいたま

市立○○

高等学校 

１９ 

 

［略］ 

 



 

 

長之印    

さいたま

市立大宮

国際中等

教育学校

長之印 

２２ 

さいたま

市立○○

特別支援

学校長之

印 

２３ 

さいたま

市教育委

員会審理

員印 

２４ 

 

長之印    

さいたま

市立大宮

国際中等

教育学校

長之印 

２０ 

さいたま

市立○○

特別支援

学校長之

印 

２１ 

さいたま

市教育委

員会審理

員印 

２２ 

 

  

別表第２（第５条関係） 

⑴ 庁印  

 ［略］ 

４  ５  ６ 

［略］  

さ いた ま 市 

立いろどり学園 

小 学部 之 印 

 ［略］ 

７  ８  ９ 

さ いた ま 市 

立いろどり学園 

中 学部 之 印 

 ［略］  ［略］ 

１０     

［略］     

 

別表第２（第５条関係） 

⑴ 庁印  

 ［略］ 

４    ５ 

［略］  

さ いた ま 市 

立いろどり学園 

小 学部 之 印 

 ［略］ 

  ６  ７ 

さ いた ま 市 

立いろどり学園 

中 学部 之 印 

 ［略］  ［略］ 

８     

［略］     

 

  

⑵ 職印 ⑵ 職印 

 ［略］  ［略］ 

１７  １８  １９ 

［略］  

さ いた ま 市 

立いろどり学園 

小学部校長之印 

 ［略］ 

１７    １８ 

［略］  

さ いた ま 市 

立いろどり学園 

小学部校長之印 

 ［略］ 



 

 

２０  ２１  ２２ 

さ いた ま 市 

立いろどり学園 

中学部校長之印 

 ［略］  ［略］ 

２３  ２４   

［略］  ［略］   

 

  １９  ２０ 

さ いた ま 市 

立いろどり学園 

中学部校長之印 

 ［略］  ［略］ 

２１  ２２   

［略］  ［略］   

 

  

  附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 


